
 

子ども家庭部管理課 

  

事業の目的・概要 

 子どもの最善の利益を考える地域社会の実現に向けて、「児童の権利に関する条約（子ど

もの権利条約）」に定めた子どもの権利の理念に基づく、「子どもの権利に関する条例」の制

定を目指します。条例案の検討に当たっては、多くの子どもの意見や思いを取り入れること

ができるようにしていきます。 

 また、様々な社会的要因を背景に多様化している子どもの貧困について、教育・生活・保

護者の就労及び経済的な支援等、各分野における子どもの貧困対策に資する取組をより一

層推進するため、子どもの貧困に関する実態調査を実施します。 

 

 

主な取組内容 

 子どもの貧困に関する実態調査の実施 

   杉並区における子どもたちの実態や現在の貧困に関する状況、及びこれまでの取組

の成果を客観的に把握し、都や他自治体の状況と比較・分析を行うことを目的とした、

子どもの貧困に関する実態調査を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新規】 子どもの権利擁護の推進 予算額   12,000 千円 
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